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事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について(再要請) 

 

 

 

 

 事業用自動車の運転者に対する飲酒運転の防止については、「事業用自動車総合プ

ラン 2020」において事業用自動車における飲酒運転ゼロを目標に掲げ、様々な取組

を実施してきたところです。また、昨年 6月にも「事業用自動車の運転者に対する

飲酒運転の防止等法令遵守の徹底について」を発出し、飲酒運転防止の周知徹底を

お願いしてきたところです。 

 しかしながら、昨年の飲酒運転による事業用自動車の交通事故は 57件と「事業用

自動車総合安全プラン 2020」を策定した 2016 年以降で最多となりました。 

 また、本年は、国土交通省への報告が求められる重大事故が、昨年を上回る 13件

発生しています。(速報ベース)。特に 5月に入り 4件の事故が発生しているところで

す。 

 自動車運送事業は、今般の新型コロナウイルス感染症が拡大する中、国民生活・

国民経済の安定確保に不可欠な存在であり、事業者の方々に日々ご尽力いただいて

いるところですが、こうした中で飲酒運転による事故が相次いで発生していること

は、運送事業に対する社会の信頼の失墜に繋がる事態であり、誠に遺憾です。 

 つきましては、「自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な

指導及び監督の実施マニュアル」等を活用し、飲酒運転の防止について、改めて徹

底をお願いします。 

 


